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歴
史
的
文
化
環
境
権
の
法
的
性
格

林江
頭

迫邦
廣

道

一
、
本
稿
の
課
題

二
、
歴
史
的
文
化
環
境
権
の
特
質

三
、
歴
史
的
文
化
環
境
権
の
法
的
主
体

　
H
　
環
境
を
対
象
と
す
る
権
利
論
の
展
開

　
口
　
歴
史
的
文
化
環
境
権
と
入
格
権

四
、
歴
史
的
文
化
環
境
権
の
社
会
権
的
性
格

五
、
文
化
財
の
公
共
信
託
論
に
応
え
て
一
む
す
び
に
か
え
て
一

閣
、
本
稿
の
課
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
　
文
化
財
訴
訟
の
提
起
は
、
直
接
に
文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
法
学
的
検
討
を
せ
ま
る
も
の
で
あ
り
、
環
境
権
の
確
立
を
主
張
す
る
者
は

説
　
　
そ
の
対
象
に
原
則
的
に
文
化
財
を
も
含
め
て
考
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
文
化
財
の
特
質
を
無
視
し
て
ひ
と
し
な
み
に
環

論
境
権
を
主
張
す
る
こ
と
に
は
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
え
ず
旧
縄
を
執
筆
し
た
の
で
あ
る
が
・
そ
こ
で
は
自
然
保
護
に
つ
い
て
の
環
境
権
と
の
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語論

相
違
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
文
化
財
保
護
法
制
の
展
開
と
特
質
を
把
握
し
つ
つ
、
国
民
の
文
化
財
を
享
有
す
る
利
益
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

歴
史
的
文
化
環
境
権
と
し
て
試
論
的
に
提
起
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
歴
史
的
文
化
環
境
権
は
、
文
化
財
の
保
護
を
は
か
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
人
間
の
精
神
的
生
活
利
益
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
法
規
範
的
根
拠
を
憲
法
二
五
条
の
生
存
権
に
依
拠
し

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
存
権
は
、
資
本
制
社
会
に
お
け
る
国
民
の
生
活
保
障
を
、
市
民
法
原
理
の
修
正
と
し
て
解
決
し
よ

う
と
す
る
法
的
発
現
形
態
で
あ
っ
て
、
そ
の
法
的
主
体
は
労
働
者
階
級
を
中
心
と
す
る
無
産
大
衆
で
あ
り
、
保
護
法
益
は
主
と
し
て
所
得

保
障
と
医
療
保
障
に
つ
い
て
の
経
済
的
利
益
で
あ
る
。
　
し
た
が
っ
て
、
　
歴
史
的
文
化
環
境
権
の
法
的
根
拠
を
生
存
権
に
求
め
る
た
め
に

は
、
法
的
主
体
と
保
護
法
益
の
双
方
に
関
す
る
法
的
検
討
が
不
可
欠
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
現
代
の
高
度
に
発

達
し
た
資
本
制
社
会
に
お
か
れ
て
い
る
社
会
の
状
況
を
直
視
し
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
生
存
権
論
を
参
考
に
し
つ
つ
、
生
存
権
と
歴
史
的

文
化
環
境
権
の
相
違
の
止
揚
を
試
み
て
き
た
。

　
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
整
理
し
つ
つ
、
法
的
主
体
の
問
題
と
文
化
財
の
保
護
を
公
共
信
託
の
理
論
に
よ
っ
て
解
決
で

　
　
　
　
　
（
4
）

き
る
と
す
る
見
解
を
も
と
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
環
境
を
対
象
と
す
る
各
種
の
権
利
を
法
的
主
体
の
問
題
に
則
し

て
把
握
し
、
こ
れ
ら
の
権
利
を
人
格
権
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
見
解
の
没
歴
史
性
を
批
判
し
、
歴
史
的
文
化
環
境
権

の
法
的
主
体
を
明
確
に
し
た
い
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
検
討
を
お
こ
な
う
こ
と
に
す
る
。
歴
史
的
文
化
環
境
権
が
社
会
権

的
性
格
を
有
す
る
た
め
に
、
文
化
へ
の
国
家
介
入
を
促
進
す
る
と
懸
念
さ
れ
、
公
共
信
託
の
理
論
が
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、
国
家
の
介
入

の
態
様
を
問
題
に
し
て
い
く
と
と
も
に
、
公
共
信
託
の
理
論
を
わ
が
国
の
法
体
系
の
な
か
で
把
握
し
て
い
く
と
す
れ
ば
、
生
存
権
論
に
接

近
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
（
－
）
こ
れ
ま
で
、
い
く
つ
か
の
文
化
財
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、
本
格
的
な
文
化
財
訴
訟
と
し
て
は
現
在
東
京
高
裁
で
係
争
中
の
「
伊
場
遺
跡

　
　
　
　
訴
訟
」
で
あ
る
。
　
「
伊
場
遺
跡
訴
訟
」
は
、
県
指
定
史
跡
の
解
除
を
行
政
処
分
の
取
消
訴
訟
と
し
て
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
第
一
審
（
静

鋤鋤
4
。
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岡
地
判
一
「
九
七
九
・
三
・
一
三
）
で
は
、
原
告
の
「
法
律
上
の
利
益
」
を
認
め
ず
、
原
告
適
格
を
否
定
し
た
。

（
2
）
林
迫
廣
「
文
化
財
保
護
法
研
究
序
説
一
歴
史
的
文
化
環
境
権
の
法
理
を
求
め
て
一
」
法
政
研
究
四
六
巻
二
～
四
合
尊
号
二
八
七
頁
以
下
。

（
3
）
林
迫
廣
1
1
江
頭
邦
道
「
文
化
財
保
護
法
制
の
検
討
－
歴
史
的
文
化
環
境
権
の
法
理
－
」
　
（
上
）
判
例
時
報
九
五
八
号
三
頁
以
下
、
　
（
下
）
同
九

　
　
六
五
号
三
頁
以
下
、
江
頭
邦
道
「
歴
史
的
文
化
環
境
権
の
法
理
」
佐
賀
大
学
経
済
論
集
一
三
巻
一
号
五
五
頁
以
下
。

（
4
）
原
野
翅
「
『
文
化
財
』
行
政
の
法
的
限
界
と
人
民
の
権
利
」
考
古
学
研
究
二
七
巻
一
号
七
三
頁
以
下
。

二
、
歴
史
的
文
化
環
境
権
の
特
質

副畷嚇
格性
的法

の
権境

環化文
哀史

歴

　
歴
史
的
文
化
環
境
権
は
、
歴
史
的
文
化
遺
産
1
1
文
化
財
の
保
護
を
求
め
る
権
利
で
あ
っ
て
、
権
利
構
成
の
必
要
性
と
し
て
は
以
下
の
三

点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
点
は
、
文
化
財
の
有
す
る
社
会
的
機
能
に
着
目
す
る
か
ら
で
あ
る
。
文
化
財
は
、
人
間
に
働
き
か
け
る
機
能
を
有
す
る
。
す
な
わ

ち
、
文
化
財
は
祖
先
の
精
神
的
文
化
的
活
動
の
結
晶
で
あ
り
、
そ
れ
に
接
す
る
人
間
に
対
し
て
感
動
を
与
え
、
情
操
を
養
い
、
創
造
精
神

を
触
発
す
る
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
機
能
を
有
す
る
文
化
財
は
知
的
な
人
間
の
生
活
環
境
に
と
っ
て
不
可
欠
な
構
成
要
素
で
あ
る
。

　
第
二
点
は
、
文
化
財
破
壊
の
状
況
と
態
様
に
つ
い
て
の
指
摘
が
で
き
る
。
人
間
の
歴
史
は
、
創
造
と
破
産
の
繰
り
返
し
で
あ
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

に
、
そ
の
意
味
で
文
化
財
も
自
然
に
消
失
し
て
い
く
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
現
代
の
文
化
財
破
壊
は
、
大
規
模
で
あ
り
、
か
つ
急
激
で

あ
っ
て
、
し
か
も
快
適
な
生
活
環
境
の
創
出
を
は
か
る
べ
き
は
ず
の
国
の
行
政
お
よ
び
そ
の
政
策
に
媒
介
さ
れ
た
企
業
活
動
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
埋
蔵
文
化
財
の
み
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
以
下
の
指
摘
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
史
跡
、
埋
蔵
文
化
財
は
、
そ
れ

を
生
み
出
し
た
歴
史
・
文
化
が
廃
滅
に
帰
し
て
も
、
む
し
ろ
次
代
の
社
会
に
包
摂
、
温
存
さ
れ
、
急
激
に
消
滅
し
去
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ

っ
た
。
…
…
し
か
る
に
、
現
在
の
工
業
化
社
会
に
あ
っ
て
は
、
山
や
谷
、
川
や
海
な
ど
の
自
然
は
た
ち
ま
ち
改
造
さ
れ
、
一
夜
に
し
て
様

鋤鋤ひ一ω
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説
無

相
を
変
え
る
。
聚
落
や
耕
地
は
あ
ら
た
に
造
成
さ
れ
、
昔
日
の
面
影
の
一
片
だ
に
と
ど
め
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
地
上
に
遺
存
す
る
も

の
は
も
ち
ろ
ん
、
地
下
に
埋
蔵
さ
れ
る
も
の
も
、
こ
の
よ
う
な
改
造
や
造
成
の
過
程
の
な
か
で
、
一
挙
に
失
わ
れ
る
。
過
去
の
文
化
遺
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
、
地
上
に
お
い
て
も
地
下
に
お
い
て
も
、
痕
跡
を
と
ど
め
な
い
ま
で
に
破
壊
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
L

　
第
三
点
は
、
現
代
の
人
間
の
精
神
的
疎
外
状
態
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
化
財
は
人
間
に
働
き
か
け
る
機
能
を
有
す
る
の
で
あ
っ

て
、
し
た
が
っ
て
文
化
財
の
保
護
は
精
神
的
生
活
利
益
を
保
障
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
現
代
の
人
間
生
活
は
、
各
種
の
精

神
的
疎
外
状
況
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
。
高
度
に
発
達
し
た
科
学
技
術
を
利
用
し
て
の
現
代
資
本
制
生
産
様
式
下
で
、
労
働
者
は
機
械
に

従
属
さ
せ
ら
れ
て
い
る
し
、
し
か
も
、
そ
こ
で
の
労
務
管
理
は
人
間
性
無
視
を
助
長
せ
し
め
て
い
る
。
ま
た
、
老
齢
化
社
会
の
進
行
状
況

は
、
老
人
の
生
存
権
保
障
を
促
す
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
経
済
的
給
付
の
み
で
事
足
り
る
も
の
で
は
な
く
、
精
神
生
活
に
関
す
る
疎
外

の
解
消
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
住
宅
事
情
の
悪
化
、
過
密
の
都
市
化
現
象
は
、
人
間
生
活
の
継
続
に
と
っ
て
精
神
的

不
安
を
一
層
増
幅
せ
し
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
代
社
会
の
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
迫
っ
て
く
る
人
間
の
精
神
生
活
に
対
す
る
疎
外
は
、

各
種
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
を
求
め
る
こ
と
と
も
に
、
文
化
財
の
保
護
要
求
を
認
識
さ
せ
て
く
る
。

　
以
上
の
諸
点
を
根
拠
に
文
化
財
の
保
護
要
求
は
、
　
歴
史
的
文
化
環
境
権
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
　
な

ん
と
い
っ
て
も
歴
史
的
文
化
環
境
権
の
特
質
は
文
化
財
の
保
護
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
精
神
的
生
活
利
益
の
保
障
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
第
唱
義
的
に
は
人
間
の
生
命
、
健
康
の
危
機
を
招
来
せ
し
め
る
自
然
環
境
の
破
壊
に
対
処
す
る
権
利
と
し
て
主
張
さ
れ
る
「
環
境

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

権
」
と
の
相
違
で
も
あ
る
。

　
ま
た
、
歴
史
的
文
化
環
境
権
は
、
文
化
財
の
有
す
る
歴
史
研
究
、
歴
史
教
育
の
素
材
と
し
て
の
機
能
を
も
把
握
し
え
な
い
も
の
で
は
な

い
。
研
究
、
教
育
の
素
材
と
し
て
の
機
能
は
、
人
間
の
精
神
的
生
活
環
境
を
構
成
す
る
も
の
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
化
財

を
直
接
的
に
、
住
民
の
歴
史
解
明
の
た
め
の
素
材
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
は
問
題
が
あ
る
。
戦
後
、
皇
国
史
観
か
ら
の
解
放
は
、
国
民

躍吻ひ「ω
4
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劇
江
枷椴雌磁簾縢刻

的史
歴

に
社
会
の
真
実
、
ほ
ん
と
う
の
郷
土
の
歴
史
を
知
り
た
い
と
の
欲
求
を
抱
か
せ
、
全
国
各
地
に
発
掘
ブ
ー
ム
を
現
出
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
、
確
か
に
学
界
の
定
説
を
書
き
か
え
る
よ
う
な
成
果
も
得
ら
れ
た
。
し
か
し
、
反
面
在
野
の
研
究
熱
は
、
遺
跡
の
破
壊
、
調
査
結
果
の

未
発
表
、
遺
物
の
分
散
等
を
あ
る
程
度
も
た
ら
す
こ
と
と
な
り
、
一
九
五
〇
年
、
㌧
」
れ
を
防
止
す
る
規
定
を
も
り
こ
ん
だ
文
化
財
保
護
法

が
制
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
文
化
財
保
護
法
は
、
埋
蔵
文
化
財
を
発
掘
し
よ
う
と
す
る
者
へ
の
届
出
の
義
務
を
厳
し
く
明
文
化
す
る
こ
と

と
な
る
（
同
法
五
七
条
）
。
こ
の
文
化
財
保
護
法
の
規
定
は
妥
当
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
国
民
の
歴
史
研
究
、
教
育
の
欲
求
も

決
し
て
軽
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
な
く
、
そ
れ
は
歴
史
的
文
化
環
境
権
に
よ
っ
て
充
分
に
保
障
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　
も
っ
と
も
、
文
化
財
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
保
護
を
要
求
す
る
に
あ
た
っ
て
、
学
術
研
究
的
側
面
を
重
視
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
場
合

が
存
す
る
こ
と
を
看
過
す
る
も
の
で
は
な
い
。
当
該
文
化
財
が
、
研
究
者
の
学
術
的
価
値
評
価
に
た
え
う
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
住
民
は
そ
の
保
護
に
消
極
的
で
あ
る
場
合
が
想
定
さ
れ
る
。
か
か
る
文
化
財
の
保
護
は
、
憲
法
二
三
条
の
「
学
問
の
自
由
」
を
法
規

範
的
根
拠
に
要
求
す
る
環
境
権
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
ま
さ
に
学
術
的
文
化
的
価
値
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
は
か
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と

の
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
文
化
財
や
歴
史
的
風
土
は
、
そ
れ
が
個
人
の
『
良
き
環
境
』
を
構
成
す
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
純
粋
に
学

術
的
・
文
化
的
価
値
を
有
す
る
が
故
に
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
文
化
財
保
護
法
や
古
都
保
存
法
も
そ
う
し
た
立
場
で
立
法
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　

る
と
考
え
る
。
」
　
こ
の
見
解
は
、
　
文
化
財
の
保
護
を
環
境
権
に
よ
っ
て
は
適
確
に
把
握
で
き
な
い
と
の
正
し
い
認
識
に
立
脚
し
な
が
ら

も
、
文
化
財
の
有
す
る
機
能
を
完
全
に
と
ら
え
て
は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
筆
者
が
飛
鳥
保
存
を
念
頭
に
お
き
、

文
化
財
の
保
護
と
住
民
生
活
の
向
上
と
の
対
立
を
中
心
に
据
え
、
国
家
の
政
策
に
支
え
ら
れ
た
大
規
模
開
発
を
軽
視
し
て
い
る
た
め
で
あ

る
。
大
規
模
開
発
に
と
も
な
う
文
化
財
破
壊
は
、
飛
鳥
保
存
、
町
並
み
保
存
と
い
っ
た
直
接
住
民
生
活
の
場
で
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
は
な

く
、
ま
さ
に
そ
れ
を
と
り
ま
く
快
適
な
生
活
環
境
に
対
す
る
挑
戦
と
し
て
現
象
す
る
の
で
あ
っ
て
、
「
保
護
」
と
「
開
発
」
の
対
立
と
し

て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
確
か
に
文
化
財
の
保
護
と
住
民
生
活
の
向
上
と
の
対
立
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
筆
者

鎚謝ひ一ω
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説
論

は
、
「
保
護
」
と
「
生
活
」
は
い
ず
れ
も
か
け
が
え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
比
較
衡
量
で
き
な
い
、
と
の
見
解
に
立
ち
つ
つ
、
「
保
護
」
を

優
先
さ
せ
る
た
め
に
は
、
　
「
生
活
」
に
対
す
る
公
法
的
規
制
に
よ
る
ほ
か
な
い
と
の
論
旨
の
よ
う
で
あ
る
が
、
公
法
的
規
制
と
い
え
ど
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

国
家
的
見
地
か
ら
で
は
あ
る
が
、
　
「
保
護
」
と
「
生
活
」
の
調
整
に
よ
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
文
化
財
保
護
の
た
め
に
、
生
活
水
準
の

向
上
が
制
限
さ
れ
た
場
合
に
、
十
分
野
補
償
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
行
の
文
化
財
保
護
法
は
、
こ
の
点

に
関
し
欠
陥
を
有
す
る
と
の
指
摘
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
重
要
文
化
財
や
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
に
対
す
る
現
状
変
更
の
制
限
（
文
化
財

保
護
法
八
○
条
）
に
は
損
失
補
償
の
規
定
は
お
か
れ
て
い
な
い
し
、
ま
た
文
化
財
の
環
境
保
全
（
同
法
八
一
条
）
の
た
め
の
土
地
利
用
制

限
に
つ
い
て
も
原
則
と
し
て
補
償
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
と
も
か
く
も
、
文
化
財
の
学
術
的
文
化
的
価
値
の
み
に
着
目
し
、
し
か
も
行
政
に
よ
る
保
護
に
期
待
す
る
ば
か
り
で
な
く
て
、
学
術
的

価
値
を
有
す
る
と
と
も
に
、
人
間
に
働
き
か
け
る
機
能
を
も
つ
文
化
財
は
人
間
の
生
活
環
境
に
と
っ
て
不
可
欠
な
構
成
要
素
で
あ
り
、
こ

の
こ
と
を
認
識
す
る
歴
史
的
文
化
環
境
権
の
確
立
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

（
－
）
文
化
庁
の
資
料
に
よ
る
と
、
埋
蔵
文
化
財
の
発
掘
が
急
激
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
七
九
年
度
は
八
、
九
一
九
件
に
達
し
、
七

　
　
五
年
度
二
、
八
二
五
件
の
三
倍
強
、
六
九
年
度
九
八
八
の
な
ん
と
九
倍
に
も
達
し
て
い
る
。

（
2
）
平
野
邦
雄
「
史
跡
の
保
存
」
月
刊
文
化
財
一
九
七
〇
年
二
月
号
八
～
九
頁
。

（
3
）
環
境
権
と
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
林
迫
田
「
文
化
財
保
護
法
研
究
序
説
」
（
法
政
研
究
四
六
巻
二
～
四
合
併
号
二
八
七
頁
以
下
）
に
お
い
て
論

　
　
じ
た
。

（
4
）
石
部
正
志
「
解
説
－
文
化
財
保
護
運
動
の
歩
み
一
」
文
化
財
保
存
全
国
協
議
会
編
『
文
化
遺
産
の
危
機
と
保
存
運
動
』
一
九
五
頁
以
下
は
、
戦

　
　
後
の
保
護
運
動
を
六
期
に
区
分
し
て
、
要
領
よ
く
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
触
れ
た
論
稿
で
あ
る
。

（
5
）
高
橋
三
知
雄
「
文
化
財
の
保
存
一
文
化
財
保
護
法
と
古
都
保
存
法
を
中
心
と
し
て
一
」
ヒ
ス
ト
リ
ア
六
八
号
一
五
頁
。

（
6
）
沢
井
裕
『
公
害
差
止
の
法
理
』
八
一
頁
以
下
は
、
高
橋
・
前
掲
論
文
を
か
な
り
詳
細
に
と
り
上
げ
て
い
る
。

罎

の
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三
、
歴
史
的
文
化
環
境
権
の
法
的
主
体

副辺備
格性
的法

の扇
面

縢山
気
史歴

　
環
境
の
保
護
を
求
め
る
各
種
の
権
利
の
提
唱
が
な
さ
れ
る
な
か
で
、
そ
れ
ら
の
権
利
の
法
的
主
体
に
関
す
る
検
討
は
重
要
な
法
理
論
的

フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
検
討
は
明
確
さ
を
欠
い
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
環

境
を
対
象
と
す
る
権
利
確
立
に
不
利
に
作
用
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
法
的
主
体
に
焦
点
を
あ
て
、
こ
れ
を
中
心
に
し
て
環
境
を
対
象

と
す
る
権
利
論
の
概
要
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

（
闇

j
環
境
を
対
象
と
す
る
権
利
論
の
展
開

　
ω
環
境
権

　
四
大
公
害
訴
訟
の
反
省
に
た
っ
て
、
公
害
発
生
源
対
策
を
要
求
す
る
差
止
請
求
に
強
い
関
心
が
寄
せ
ら
れ
、
人
間
の
生
存
、
生
活
維
持

の
基
盤
と
し
て
の
環
境
を
直
接
権
利
の
対
象
と
す
る
環
境
権
が
提
唱
さ
れ
て
き
て
い
る
。
環
境
権
の
提
唱
が
具
体
的
な
法
理
論
と
し
て
公

表
さ
れ
た
の
は
、
一
九
七
〇
年
九
月
、
新
潟
で
開
催
さ
れ
た
日
本
弁
護
士
連
合
会
第
＝
二
回
人
権
擁
護
大
会
で
の
仁
藤
、
池
尾
両
弁
護
士

　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
後
、
大
阪
弁
護
士
会
環
境
権
研
究
会
に
よ
っ
て
、
　
理
論
的
深
化
、
発
展
を
み
る
と
と
も
に
、
伊
達
環
境
権
訴

に
よ
っ
て
で
あ
る
。

（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

訟
、
豊
前
環
境
権
訴
訟
、
大
阪
国
際
空
港
訴
訟
を
は
じ
め
各
地
で
環
境
権
訴
訟
が
提
起
さ
れ
、
環
境
権
は
裁
判
上
重
要
な
争
点
と
な
っ
て

き
て
い
る
。

　
環
境
権
の
客
体
は
自
然
環
境
に
限
定
さ
れ
る
の
か
、
　
文
化
的
環
境
を
も
含
む
の
か
、
　
そ
れ
と
も
広
く
社
会
的
環
境
に
ま
で
お
よ
ぶ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

か
、
と
の
問
題
が
提
起
さ
れ
、
環
境
権
論
者
に
よ
っ
て
も
未
だ
明
確
な
解
答
を
え
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
旧
稿
に
お
い
て
指
摘
し

た
よ
う
に
、
環
境
権
は
人
間
の
生
命
・
健
康
を
危
機
に
陥
れ
る
自
然
環
境
破
壊
に
対
処
す
る
権
利
で
あ
る
と
位
置
づ
け
、
そ
の
客
体
は
自

然
環
境
に
限
る
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

虚血ひ「ω
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語
論

　
他
方
、
環
境
権
の
主
体
に
つ
い
て
は
自
然
人
に
限
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
法
人
の
環
境
権
も
認
め
ら
れ
る
べ
き
か
の
議
論
が
あ
る
よ

う
で
あ
る
。
環
境
権
は
、
人
間
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
持
つ
基
本
的
人
権
の
一
つ
で
あ
り
、
入
間
生
存
の
た
め
の
絶
対
権
で
あ
る
、
と

述
べ
な
が
ら
も
、
「
す
べ
て
の
国
民
に
平
等
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
権
利
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
権
利
の
主
体
は
、
自
然
人
に
と
ど
ま
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

ず
、
社
会
的
実
在
で
あ
る
各
種
の
団
体
、
法
人
等
も
之
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
の
見
解
で
あ
る
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
環
境
権

は
人
間
の
生
命
、
健
康
に
害
を
お
よ
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
自
然
環
境
破
壊
に
対
処
す
る
権
利
で
あ
る
、
と
の
把
握
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
主

体
は
自
然
人
に
限
る
、
と
の
理
解
が
適
切
で
あ
る
。
だ
が
、
環
境
権
の
主
体
は
自
然
人
に
限
定
す
る
と
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
的

主
体
の
問
題
が
解
決
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
環
境
破
壊
に
よ
る
被
害
者
の
地
域
性
と
階
層
性
に
つ
い
て
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
環

境
権
が
主
張
さ
れ
る
場
合
の
主
要
な
環
境
破
壊
と
し
て
は
、
大
気
、
水
の
汚
染
、
騒
音
、
振
動
を
原
因
と
す
る
。
こ
れ
ら
を
原
因
と
す
る

被
害
の
可
能
性
は
、
広
範
囲
に
お
よ
び
、
科
学
的
に
地
域
を
限
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
環
境
権
訴
訟
に
お
い
て
も
環

境
権
の
主
張
は
、
個
別
的
個
人
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
地
域
住
民
と
い
っ
た
集
団
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
相
手
方
は
国
ま
た

は
企
業
で
あ
る
。
こ
の
事
態
を
直
視
す
る
な
ら
ば
、
環
境
権
の
法
的
主
体
は
企
業
の
営
利
的
活
動
に
よ
っ
て
種
々
の
被
害
を
蒙
る
無
産
大

衆
と
し
て
の
社
会
人
一
般
で
あ
る
、
と
の
把
握
が
可
能
と
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
環
境
権
は
、
無
産
大
衆
の
生
命
、
健
康
に
危
害
を

お
よ
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
自
然
環
境
破
壊
に
対
処
す
る
権
利
で
あ
る
、
と
の
理
解
が
で
き
る
。

　
②
入
浜
権

　
入
浜
権
の
確
立
を
目
指
す
住
民
運
動
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
、
一
九
七
五
年
に
採
択
さ
れ
た
「
入
浜
権
」
宣
言
に
よ
れ
ば
、
入
浜
権
と
は

「
古
来
、
海
は
万
民
の
も
の
で
あ
り
、
海
浜
に
出
て
散
策
し
、
景
観
を
楽
し
み
、
魚
を
釣
り
、
泳
ぎ
、
あ
る
い
は
汐
を
汲
み
、
流
木
を
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

め
、
貝
を
掘
り
、
の
り
を
摘
む
な
ど
生
活
の
糧
を
得
る
こ
と
は
、
地
域
住
民
の
保
有
す
る
法
以
前
の
権
利
」
で
あ
る
、
と
と
ら
え
ら
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

る
。
入
浜
権
が
意
識
的
に
主
張
さ
れ
た
訴
訟
は
、
土
居
下
し
尿
処
理
場
建
設
禁
止
仮
処
分
事
件
で
あ
る
。
本
事
件
に
お
け
る
申
請
人
の
主

鰯油い一ω
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蜘辺嚇
格
性
的法

の
索出

隙二
心
史歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

挺
す
る
入
浜
権
の
内
容
は
、
一
般
住
民
の
海
水
浴
、
潮
干
狩
の
場
と
し
て
の
利
用
で
あ
る
。
ま
た
、
長
浜
町
入
浜
権
訴
訟
に
お
け
る
入
浜

権
は
、
海
水
浴
場
を
現
状
に
お
い
て
利
用
し
、
　
そ
の
景
観
美
を
享
有
す
る
権
利
で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
両
訴
訟
の
入
浜
権
を

根
拠
に
保
障
し
よ
う
と
す
る
利
益
は
、
海
水
浴
、
潮
干
狩
の
場
と
し
て
の
利
用
景
観
美
の
享
有
と
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
「
漁
業
そ
の
他

地
域
住
民
の
生
活
の
根
幹
を
支
え
る
生
活
上
の
諸
利
益
（
と
く
に
経
済
的
な
利
益
）
と
い
う
よ
り
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
近
代
的
レ
ク
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

エ
ー
シ
ョ
ン
に
近
い
も
の
で
あ
る
」
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
住
民
の
利
益
享
有
を
内
容
と
す
る
入
浜
権
の
法
的
主
体

は
、
環
境
権
の
そ
れ
と
同
様
、
無
産
大
衆
と
し
て
の
社
会
人
一
般
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
経
済
的
に
制
約
を
受
け
る
無
産
大
衆

は
、
快
適
な
生
活
の
た
め
に
海
を
利
用
し
て
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
居
住
地
域
、
隣
接
す
る
場
に
求
め
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
、
環
境

権
と
の
相
違
は
、
環
境
権
が
人
間
の
生
命
、
健
康
に
対
す
る
危
害
の
お
そ
れ
の
回
避
で
あ
り
、
人
間
生
存
に
き
わ
め
て
深
刻
な
事
態
の
除

去
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
入
浜
権
は
い
わ
ば
快
適
な
生
活
環
境
の
確
保
で
あ
る
。

　
③
　
日
照
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
日
照
・
通
風
の
保
護
を
求
め
る
権
利
は
、
一
九
七
二
年
六
月
二
七
日
の
最
高
裁
判
決
を
契
機
に
新
た
な
段
階
を
画
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
日
照
に
関
す
る
裁
判
例
は
、
三
期
に
分
け
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
第
一
期
は
、
一
九
二
六
年
か
ら
一
九
六
七
年
頃
ま
で
で
、
加
害
者

に
害
意
が
あ
れ
ば
損
害
賠
償
な
い
し
差
止
請
求
を
認
容
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
、
古
典
的
な
権
利
濫
用
論
（
シ
カ
ー
ネ
を
要
件
と
す
る
）

に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
期
は
、
一
九
六
七
年
末
頃
よ
り
約
二
年
間
で
、
加
害
者
の
害
意
が
な
く
て
も
被
害
の
程
度
、
地
域
性
等

を
考
慮
し
て
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
で
あ
る
。
第
三
期
は
、
一
九
六
九
年
末
頃
以
降
で
、
差
止
請
求
を
認
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
る
方
向
が
う
ち
出
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
判
例
の
集
積
の
な
か
で
、
上
述
の
よ
う
に
日
照
・
通
風
の
法
的
保
護
に
一
歩
積
極
的
姿

勢
を
示
す
最
高
裁
の
判
決
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
日
照
・
通
風
の
遮
断
は
、
健
康
に
対
す
る
悪
影
響
、
精
神
的
不
快
感
、
庭
の
植
物
の
生
育
阻
害
を
も
た
ら
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で

油画ひ一¢
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面出

あ
る
が
、
日
照
権
は
健
康
の
保
持
を
中
心
と
し
た
快
適
な
生
活
利
益
の
保
障
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
照
権
は
、

環
境
権
と
共
通
の
生
活
利
益
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
深
刻
さ
の
点
で
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。

　
日
照
権
の
法
的
主
体
に
つ
い
て
は
個
別
的
な
日
照
、
通
風
の
遮
断
の
除
去
で
あ
る
た
め
に
、
抽
象
的
に
市
民
で
あ
る
と
の
把
握
が
で
き

る
。
　
し
か
し
、
先
の
、
特
に
第
三
期
以
降
は
、
r
相
隣
関
係
的
な
日
照
紛
争
で
は
な
く
、
中
高
層
建
築
に
よ
る
日
照
、
通
風
の
遮
断
で
あ

る
。
「
中
高
層
建
築
型
」
は
、
加
害
者
が
主
と
し
て
住
宅
産
業
そ
の
他
の
企
業
で
あ
り
、
被
害
者
と
の
間
に
は
地
位
の
互
換
性
が
み
と
め

ら
れ
な
い
。
ま
た
、
建
築
規
模
が
大
き
い
た
め
に
、
被
害
者
の
範
囲
も
広
範
に
な
っ
て
く
る
し
、
健
康
の
阻
害
に
と
ど
ま
ら
ず
、
地
域
の

自
然
環
境
、
社
会
環
境
の
破
壊
と
い
う
面
を
も
有
し
て
く
る
。
か
か
る
「
中
高
層
建
築
型
」
に
対
処
す
る
日
照
権
の
法
的
主
体
は
、
も
は

や
抽
象
的
な
市
民
一
般
と
し
て
把
握
で
き
な
い
側
面
を
有
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
ω
眺
望
権

　
眺
望
、
景
観
を
享
受
す
る
利
益
は
、
眺
望
を
営
業
用
に
利
用
し
て
い
る
旅
館
、
ホ
テ
ル
業
者
な
ど
に
よ
っ
て
、
し
ば
し
ば
訴
訟
に
も
ち

　
　
　
　
　
（
1
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

こ
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
横
須
賀
野
比
海
岸
眺
望
侵
害
事
件
は
、
純
粋
に
眺
望
利
益
の
み
を
理
由
に
建
物
撤
去
、
謝
罪
広
告
お

よ
び
損
害
賠
償
を
求
め
た
注
目
す
べ
き
事
件
で
あ
る
。

　
判
決
は
撤
去
請
求
お
よ
び
謝
罪
広
告
は
否
定
し
た
も
の
の
、
損
害
賠
償
を
認
容
し
た
。
い
わ
ゆ
る
眺
望
利
益
の
法
的
保
護
を
は
か
っ
た

の
で
あ
っ
て
、
眺
望
も
よ
り
良
い
生
活
環
境
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
と
し
て
把
握
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
眺
望
利
益
の

保
護
を
目
的
と
す
る
権
利
を
眺
望
権
と
し
て
構
成
す
る
な
ら
ば
、
眺
望
権
は
、
入
浜
権
、
日
照
権
と
同
様
に
快
適
な
生
活
利
益
の
保
障
を

目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
　
さ
き
の
入
浜
権
に
し
ろ
眺
望
権
に
し
て
も
経
済
的
利
益
と
結
び
つ
い
た
環
境
に
対
す
る
権
利
が
想
定
で
き
る
。
　
そ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

は
、
漁
業
権
と
結
び
つ
い
た
入
浜
権
、
営
業
権
に
結
び
つ
い
た
眺
望
権
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
権
利
は
、
具
体
的
に
訴
訟
を
提
起
す
る
場

増血い一ω
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蜘辺嚇
格性
的
法の
権境

瞬刻
的
史歴

合
は
有
効
と
考
え
ら
れ
る
が
、
　
快
適
な
生
活
環
境
に
対
す
る
権
利
確
立
の
た
め
に
は
、
　
経
済
的
利
益
を
捨
象
し
て
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。　

眺
望
を
享
受
す
る
眺
望
権
の
法
的
主
体
は
、
日
照
権
と
同
じ
よ
う
に
個
別
的
個
人
、
抽
象
的
な
市
民
で
あ
る
。
し
か
し
、
景
観
享
受
の

利
益
は
集
団
を
形
成
す
る
た
め
に
、
そ
の
場
合
に
は
法
的
主
体
は
抽
象
的
市
民
と
は
こ
と
な
る
性
格
を
も
つ
も
の
と
い
え
よ
う
が
、
こ
の

点
は
後
述
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
二
）
歴
史
的
文
化
環
境
権
と
人
格
権

　
環
境
を
対
象
と
す
る
権
利
論
の
概
観
に
よ
っ
て
、
法
的
主
体
、
保
護
法
益
に
関
し
次
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
点
と
し
て
、
環
境
権
、
入
浜
権
の
法
的
主
体
は
、
無
産
大
衆
と
し
て
の
社
会
人
一
般
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
日
照
権
、
眺
望
権
の

そ
れ
は
個
別
的
個
人
で
あ
り
抽
象
的
な
市
民
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
「
中
高
層
建
築
型
」
の
日
照
阻
害
に
み
ら
れ
る
日
照
権
の
そ
れ
は
、

も
は
や
抽
象
的
な
市
民
と
い
え
な
い
と
の
指
摘
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
的
主
体
に
視
点
を
お
く
な
ら
ば
、
入
浜
権
は
環
境
権
に
包

摂
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
眺
望
権
は
環
境
権
と
は
や
や
異
質
で
あ
る
と
い
え
る
。
日
照
権
に
つ
い
て
は
、
環
境
権
に
包
摂
さ
れ
る

も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
相
隣
関
係
的
日
照
阻
害
に
つ
い
て
日
照
権
と
い
う
概
念
を
使
用
し
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
れ
ば
、
日
照
権
は
環
境
権
の
一
側
面
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
第
二
点
と
し
て
、
人
間
の
生
活
利
益
と
の
関
係
で
み
る
な
ら
ぼ
、
環
境
権
と
日
照
権
は
、
深
刻
さ
の
相
違
は
あ
る
に
し
て
も
生
命
、
健

康
の
保
護
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
入
浜
権
、
眺
望
権
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
精
神
的
に
快
適
な
生
活
利
益
の
保
障
を
確
保
す
る
権
利
と

い
え
る
。
ま
た
、
環
境
権
が
差
止
請
求
に
力
点
を
お
き
、
仮
に
そ
の
根
拠
を
生
命
・
健
康
の
危
険
の
深
刻
さ
に
お
く
な
ら
ば
、
他
の
環
境

を
対
象
と
す
る
権
利
は
環
境
権
に
包
摂
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。

　
第
三
点
と
し
て
、
文
化
財
の
保
護
を
要
求
す
る
歴
史
的
文
化
環
境
権
は
、
精
神
的
生
活
利
益
の
保
障
を
目
的
と
す
る
権
利
で
あ
っ
て
、

融融い「④
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画論

そ
の
法
的
主
体
は
無
産
大
衆
と
し
て
の
社
会
人
一
般
と
の
把
握
が
で
き
る
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
歴
史
的
文
化
環
境
権
は
、
文
化
財
の

有
す
る
機
能
、
文
化
財
破
壊
の
状
況
と
態
様
と
と
も
に
、
無
産
大
衆
の
精
神
的
疎
外
状
態
の
回
復
を
は
か
る
こ
と
に
注
目
し
た
権
利
構
成

を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
歴
史
的
文
化
環
境
権
は
、
精
神
的
生
活
利
益
の
保
障
と
い
う
点
で
、
入
浜
権
、
眺
望
権
に
類
似

す
る
し
、
法
的
主
体
と
い
う
点
で
は
環
境
権
、
入
浜
権
、
お
よ
び
「
中
高
層
建
築
型
」
に
対
処
す
る
日
照
権
に
共
通
す
る
。
景
観
の
享
受

を
内
容
と
す
る
眺
望
権
の
主
体
は
、
集
団
を
形
成
し
そ
の
集
団
は
社
会
的
に
特
殊
化
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
景

観
に
よ
っ
て
は
歴
史
的
文
化
環
境
権
に
含
め
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
同
じ
よ
う
に
生
活
環
境
を
対
象
と
す
る
権
利
で
あ
っ
て
も
、
保
護
し
よ
う
と
す
る
生
活
利
益
、
法
的
主
体
に
相
違
の

あ
る
こ
と
に
注
目
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
環
境
を
対
象
と
す
る
権
利
を
環
境
権
と
し
て
把
握
す
る
見
解
に
対
し
て

検
討
を
要
す
る
こ
と
に
な
り
、
環
境
を
対
象
と
す
る
権
利
構
成
に
あ
た
っ
て
、
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
環
境
権
と
い
う
生
成
途
上
の
権
利
を
提
唱
す
る
よ
り
も
、
で
き
る
だ
け
人
格
権
侵
害
と
し
て
権
利
構
成
し
よ
う
と
す
る
主

張
が
主
と
し
て
実
務
的
立
場
か
ら
だ
さ
れ
て
い
る
。
人
格
権
は
、
世
界
保
健
機
構
（
W
H
O
）
の
健
康
概
念
の
上
に
構
築
さ
れ
て
い
て
、

個
人
の
生
命
、
身
体
、
精
神
お
よ
び
生
活
利
益
の
総
体
で
あ
る
と
把
握
さ
れ
て
い
る
。
W
H
O
は
、
一
九
四
六
年
に
世
界
保
健
憲
章
を
制

定
し
、
そ
の
前
文
で
「
健
康
と
は
、
単
に
疾
病
や
虚
弱
で
な
い
こ
と
で
は
な
く
、
肉
体
的
、
精
神
的
お
よ
び
社
会
的
に
完
全
に
良
好
な
状

態
で
あ
る
」
と
定
義
し
て
い
る
。
良
き
環
境
な
く
し
て
、
「
肉
体
的
、
精
神
的
そ
し
て
社
会
的
に
完
全
に
良
好
な
状
況
」
が
あ
り
え
な
い

た
め
に
、
自
然
環
境
の
破
壊
は
健
康
の
侵
害
と
解
さ
れ
、
こ
の
侵
害
の
差
止
は
人
格
権
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
く
る
。
そ
し
て
、
人

格
権
は
、
大
阪
空
港
訴
訟
判
決
を
は
じ
め
多
く
の
判
例
に
よ
っ
て
も
承
認
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
人
格
権
概
念
に
対
し
て
は
、
実
定
法
上
の
法
規
範
的
根
拠
を
欠
く
も
の
で
あ
る
し
、
た
と
え
人
格
権
が
承
認
さ

れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
発
達
し
た
沿
革
は
名
誉
権
、
肖
像
権
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
、
著
作
権
等
で
あ
る
、
と
の
批
判
が
予
想
さ
れ
る
。
ま

謝鋤
4
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卿辺嚇
格
性
的法

の権
境

論二
心
史歴

た
、
環
境
権
は
、
人
格
権
に
よ
っ
て
は
包
摂
し
え
な
い
法
理
論
的
問
題
が
存
す
る
、
と
の
以
下
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
環
境
権
論

は
、
差
止
訴
訟
に
お
け
る
被
害
の
拡
が
り
の
重
要
性
を
自
覚
さ
せ
た
こ
と
の
ほ
か
に
、
環
境
権
と
い
う
権
利
自
体
に
、
社
会
的
性
格
を
帯

び
さ
せ
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
環
境
権
は
、
加
害
源
に
対
す
る
被
害
者
の
団
結
の
象
徴
で
も
あ
り
、
原
告
は

一
つ
の
加
害
源
の
影
響
下
に
あ
る
被
害
者
全
員
を
代
表
し
て
、
差
止
の
根
拠
と
し
て
の
環
境
権
を
主
張
し
う
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
か
く

て
、
原
告
は
、
彼
自
身
の
被
害
と
と
も
に
、
他
の
被
害
者
の
被
害
を
い
わ
ば
自
己
の
も
の
と
し
て
差
止
主
張
の
根
拠
と
な
し
う
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

な
る
。
…
…
こ
の
点
は
、
人
格
権
的
構
成
で
は
達
し
え
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
り
、
一
つ
の
新
局
面
を
ひ
ら
く
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
環
境
権
は
、
被
害
者
の
団
結
の
象
徴
で
あ
り
、
他
の
被
害
者
の
被
害
を
自
己
の
も
の
と
し
て
差
止
請
求
の
根
拠
に
で
き
る

社
会
的
性
格
を
帯
び
た
権
利
で
あ
る
、
と
の
主
張
で
あ
る
。
社
会
的
性
格
を
帯
び
た
権
利
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
よ
り
明
確
な
検
討
を

要
す
る
が
、
さ
し
ず
め
法
的
主
体
に
注
目
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
え
る
。
環
境
権
の
法
的
主
体
は
、
経
済
的
に
制
約
を
受

け
て
い
る
が
ゆ
え
に
公
害
発
生
源
か
ら
直
接
生
命
・
健
康
に
危
害
を
受
け
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
特
殊
化
さ
れ
、
具
体
化
さ
れ
た
無
産
大

衆
と
し
て
の
社
会
的
集
団
で
あ
る
。
他
方
、
人
格
権
は
、
個
人
の
生
命
、
身
体
、
精
神
お
よ
び
生
活
利
益
の
総
体
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
由
な
人
格
の
発
展
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
格
権
の
法
的
主
体
は
抽
象
的
に
市
民
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

無
産
大
衆
を
法
的
主
体
と
す
る
環
境
権
は
、
抽
象
的
な
市
民
を
法
的
主
体
と
す
る
人
格
権
に
包
摂
せ
し
め
る
こ
と
は
、
そ
の
歴
史
的
性
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
捌

に
て
ら
し
て
賛
成
し
が
た
い
。

縫
難
癖
蕪
ボ
欝
欝
柵
駿
馨
羅
講
畿
暴
騰
獄
雛
駒

日
照
権
と
眺
望
権
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
ω
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説論

（
1
）
大
会
の
全
容
は
、
　
「
日
弁
連
公
害
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
と
し
て
、
法
律
時
報
四
三
巻
三
号
一
五
三
頁
以
下
に
収
録
し
て
あ
る
。

（
2
）
大
阪
弁
護
士
会
環
境
権
研
究
会
（
以
下
、
大
阪
弁
護
士
会
と
い
う
）
『
環
境
権
』
　
（
日
本
評
論
社
）
。

（
3
）
札
幌
地
裁
一
九
八
○
年
一
〇
月
一
五
日
判
。

（
4
）
福
岡
地
裁
小
倉
支
部
一
九
七
九
年
八
月
三
一
日
、
判
例
時
報
九
三
七
号
一
九
頁
以
下
。

（
5
）
大
阪
地
裁
一
九
七
四
年
二
月
二
七
日
判
、
判
例
時
報
七
二
九
号
三
頁
以
下
、
大
阪
高
裁
一
九
七
五
年
＝
月
二
七
日
判
、
判
例
時
報
七
九
七
号

　
　
三
六
頁
以
下
。

（
6
）
環
境
権
の
対
象
を
広
く
解
す
る
見
解
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
大
阪
弁
護
士
会
、
前
掲
書
八
六
頁
が
あ
る
。
他
方
、
当
面
自
然
環
境
に
焦
点
を
し

　
　
ぼ
っ
た
方
が
い
い
と
の
次
の
よ
う
な
見
解
も
提
起
さ
れ
て
い
る
。
「
環
境
権
論
が
出
て
き
た
社
会
的
要
請
か
ら
み
て
、
や
は
り
第
一
次
的
に
は

　
　
自
然
環
境
と
い
う
と
こ
ろ
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
る
後
に
、
社
会
的
・
文
化
的
環
境
に
つ
い
て
『
環
境
権
』
と
い
う

　
　
　
一
つ
の
言
葉
で
、
ど
の
程
度
法
的
に
同
一
の
処
理
を
な
し
う
る
か
を
検
討
し
つ
つ
、
そ
の
射
程
距
離
を
広
げ
て
い
く
と
い
う
発
想
の
ほ
う
が
い

　
　
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
」
（
座
談
会
「
環
境
権
論
の
現
状
と
課
題
」
大
阪
弁
護
士
会
・
前
掲
書
二
三
六
頁
、
森
島
昭
夫
氏
の
発
言
）
。

（
7
）
林
迫
廣
「
文
化
財
保
護
法
研
究
応
説
」
法
政
研
究
四
六
巻
二
～
四
合
併
発
二
八
七
頁
以
下
。

（
8
）
仁
藤
一
「
環
境
権
の
提
唱
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
九
二
号
二
三
〇
頁
。

（
9
）
入
浜
権
宣
言
は
、
本
間
義
人
『
入
浜
権
の
思
想
と
行
動
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
1
0
）
松
山
地
裁
西
条
支
部
一
九
七
六
年
九
月
二
九
日
決
、
三
音
時
報
八
三
二
号
二
四
頁
。

（
1
1
）
松
山
地
裁
一
九
七
八
年
五
月
二
九
日
判
、
行
上
例
集
二
九
巻
五
号
一
〇
八
一
頁
以
下
。

（
1
2
）
淡
路
剛
久
『
環
境
権
の
法
理
と
裁
判
』
九
七
頁
。

（
1
3
）
本
判
決
の
批
判
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
篠
塚
昭
次
「
日
照
権
の
新
展
開
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
〇
〇
号
二
頁
以
下
、
沢
弁
裕
酷
潮
海
一
雄
「
日
照

　
　
権
確
立
へ
の
道
程
－
最
高
裁
昭
和
四
七
年
六
月
二
七
日
判
決
を
契
機
と
し
て
一
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
ニ
七
九
号
二
頁
以
下
が
あ
る
。

（
1
4
）
沢
井
皿
潮
海
・
前
掲
論
文
参
照
。

（
1
5
）
例
え
ば
、
白
浜
温
泉
事
件
、
和
歌
山
地
裁
一
九
六
八
年
七
月
二
〇
二
世
、
判
例
時
報
五
九
五
号
七
二
頁
以
下
、
鳥
羽
湾
近
鉄
工
事
事
件
・
津
地

　
　
裁
一
九
六
九
年
九
月
一
八
日
判
、
判
例
時
報
六
〇
一
号
八
一
頁
以
下
が
あ
る
。
い
ず
れ
の
判
決
も
眺
望
利
益
は
、
財
産
上
の
利
益
で
あ
る
と
解

　
　
し
訴
え
を
認
め
て
い
る
。

5
2
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（
1
6
）
横
浜
地
裁
横
須
賀
支
部
一
九
七
九
年
二
月
二
六
日
判
、
判
例
時
報
九
一
七
号
二
三
頁
以
下
。

（
1
7
）
漁
業
権
と
結
び
つ
い
た
入
浜
権
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
参
考
と
な
る
事
件
は
、
牛
深
市
し
尿
処
理
場
建
設
禁
止
仮
処
分
事
件
（
熊
本
地
裁
一
九

　
　
七
五
年
二
月
二
七
日
決
、
判
例
時
報
七
七
二
号
二
二
頁
以
下
）
で
あ
る
。

（
1
8
）
人
格
権
の
憲
法
上
の
根
拠
を
考
え
る
と
し
た
ら
、
第
＝
二
条
「
幸
福
追
求
権
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
佐
藤
幸
治
「
環
境
権
と
し
て

　
　
の
日
照
権
一
憲
法
体
系
上
の
位
置
づ
け
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
特
集
『
日
照
権
』
は
、
　
「
『
人
格
権
』
と
も
い
う
べ
き
性
質
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
ま

　
　
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
憲
法
＝
二
条
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
1
9
）
大
阪
弁
護
士
会
・
前
掲
書
一
四
頁
。

四
、
歴
史
的
文
化
環
境
権
の
社
会
権
的
性
格

副紅嚇
格性
的法

の権
境

瞬刻
的
史歴

　
歴
史
的
文
化
環
境
権
は
、
文
化
財
の
保
護
を
媒
介
と
し
て
、
無
産
大
衆
の
精
神
的
、
文
化
的
生
活
利
益
を
保
障
す
る
権
利
で
あ
る
。
歴

史
的
文
化
環
境
権
の
法
的
主
体
に
着
目
す
れ
ば
、
そ
の
法
規
範
的
根
拠
は
「
人
た
る
に
値
す
る
生
存
」
の
保
障
と
し
て
の
憲
法
二
五
条
に

求
め
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
で
も
生
存
権
は
、
歴
史
的
、
制
度
的
に
は
経
済
的
保
障
を
そ
の
内
容
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
具
体
的
に
は
所
得
保
障
と
医
療
保
障
の
総
合
的
措
置
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
、
生
存
権
は
、
社
会
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
、
国
民
に
よ
る
よ
り
水
準
の
高
い
経
済
的
、
文
化
的
生
活
環
境
の
実
現
を
要
求
し

て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
思
想
の
法
的
発
現
形
態
で
あ
る
、
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
　
ま
た
、
こ
の
点
と
も
関
連
し
て
、
今
日
生
存
権

は
、
現
代
資
本
制
社
会
の
展
開
に
基
づ
い
て
生
ず
る
新
た
な
社
会
的
矛
盾
に
対
す
る
法
的
対
応
と
い
う
役
割
を
担
っ
た
も
の
と
し
て
期
待

　
　
　
　
（
1
）

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
現
代
の
社
会
的
矛
盾
に
対
し
て
、
法
的
に
対
応
で
き
る
基
本
的
人
権
の
欠
如
は
、
と
も
す
れ
ば
基
本

的
人
権
の
存
在
意
義
を
没
却
せ
し
め
る
と
の
意
識
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
に
、
先
の
自
然
環
境
破
壊
に
よ
る
人
間
の
生
命
、
健

康
の
保
護
を
要
求
す
る
環
境
権
は
、
生
存
権
を
法
規
範
的
根
拠
と
し
て
提
唱
さ
れ
て
き
て
い
る
し
、
食
品
、
薬
品
の
安
全
性
の
確
保
を
求

5
3殉
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両
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

め
る
健
康
権
の
法
的
根
拠
も
生
存
権
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
来
の
生
存
権
の
分
野
に
属
す
る
社
会
保
障
立
法
の
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

域
に
お
い
て
は
、
対
人
的
サ
ー
ビ
ス
や
福
祉
が
強
調
さ
れ
て
き
て
い
る
。
老
齢
化
社
会
の
進
行
に
と
も
な
う
老
人
問
題
、
核
家
族
化
、
離

婚
の
増
加
等
を
原
因
と
す
る
年
少
者
問
題
、
労
働
災
害
の
多
発
、
薬
品
の
環
疵
、
医
療
行
為
の
欠
陥
等
に
基
づ
く
心
身
障
害
者
問
題
が
社

会
的
に
注
目
を
集
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
老
人
、
年
少
者
、
心
身
障
害
者
と
い
っ
た
社
会
的
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
負
っ
て
い
る
者
の
生
活

機
能
阻
害
、
社
会
的
機
能
阻
害
は
、
所
得
保
障
、
医
療
保
障
の
み
に
よ
っ
て
排
除
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
者
の
生
存
権
を
保

障
し
て
い
く
に
は
、
精
神
的
生
活
利
益
の
確
保
を
は
か
っ
て
い
く
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
く
る
。

　
以
上
の
生
存
権
の
法
理
と
現
代
に
お
け
る
展
開
を
背
景
に
、
文
化
財
の
機
能
、
文
化
財
破
壊
の
状
況
と
態
様
お
よ
び
現
代
の
人
間
の
お

か
れ
て
い
る
疎
外
状
態
に
視
点
を
据
え
た
歴
史
的
文
化
環
境
権
は
、
生
存
権
を
法
的
根
拠
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

　
生
存
権
に
よ
る
「
人
た
る
に
値
す
る
生
存
」
の
実
現
は
、
自
主
的
な
社
会
人
の
集
団
的
活
動
を
保
障
す
る
団
結
権
の
保
護
助
長
と
な
ら

ん
で
、
国
家
の
介
入
を
媒
介
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
国
家
は
、
生
存
権
の
実
定
法
化
を
通
し
て
、
国
民
の
「
人
た
る
に
値
す
る
生

存
」
保
障
の
義
務
を
負
う
と
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
文
化
財
の
保
護
に
つ
い
て
も
国
家
の
施
策
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
必
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
あ
る
。
　
文
化
財
の
問
題
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
土
地
に
密
着
し
た
遺
跡
、
埋
蔵
文
化
財
、
伝
統
的
建
造
物
群
で
あ
る
。
　
所
有
権

は
、
所
有
者
の
自
由
な
使
用
、
収
益
、
処
分
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
と
す
る
市
民
法
原
理
は
、
土
地
所
有
権
に
つ
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。
土

地
に
密
着
し
た
丈
化
財
は
、
む
し
ろ
土
地
そ
の
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
文
化
財
を
保
護
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
土
地

所
有
権
の
社
会
的
機
能
を
全
面
的
に
制
限
す
る
こ
と
と
な
り
、
両
者
の
法
的
調
整
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
他
方
、
環
境
権
に
よ
っ
て

対
処
し
よ
う
と
す
る
自
然
環
境
の
破
壊
は
、
企
業
の
資
本
所
有
権
に
よ
る
水
、
空
気
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
自
然
財
」
の
侵
害
で
あ
っ

て
、
資
本
所
有
権
の
濫
用
を
指
摘
で
き
、
こ
の
点
は
文
化
財
保
護
と
相
違
す
る
と
の
指
摘
が
で
き
る
。
し
か
し
資
本
の
一
分
肢
と
し
て
の

脳吻ひ一ω
4
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土
地
所
有
権
の
自
由
な
利
用
の
結
果
、
文
化
財
の
破
壊
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
国
家
は
、
「
人
た
る
に
値
す
る
生
存
」
を
実
現
し
て
い
く
義
務
を
負
う
た
め
に
、
文
化
財
の
保
護
措
置
を
講
ず
る
の
で
あ

　
　
っ
て
、
こ
の
点
を
考
慮
し
て
歴
史
的
文
化
財
環
境
権
は
社
会
権
的
性
格
を
有
す
る
と
い
え
る
。
文
化
財
保
護
法
は
指
定
制
度
を
採
用
し
て

　
　
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
国
家
に
よ
る
文
化
財
の
保
護
義
務
の
表
明
で
あ
る
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
化
財
保
護
法
は
、
法
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
科
で
い
え
ば
こ
れ
ま
で
は
行
政
法
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
文
化
財
保
護
行
政
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
行
政
作
用
法
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
　
生
存
権
を
保
障
す
る
現
行
憲
法
の
下
で
と
も
か
く
も
、
文
化
財
の
指
定
制
度
は
、
国
民
の
歴
史
的
文
化
環
境
権
に
対
す
る
国
家
の
法
的
義

　
　
務
の
具
体
化
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
歴
史
的
文
化
環
境
権
は
、
文
化
財
行
政
の
著
し
い
消
極
性
あ
る
い
は
積
極
的
な
侵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
害
に
対
処
す
る
権
利
で
あ
る
た
め
に
、
文
化
財
保
護
の
た
め
の
指
定
要
求
、
合
理
的
な
理
由
を
欠
く
指
定
文
化
財
の
解
除
に
対
抗
す
る
こ

岬
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

江
　
　
国
家
の
介
入
に
よ
っ
て
、
文
化
財
の
保
護
を
は
か
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
歴
史
的
文
化
環
境
権
論
に
対
し
て
は
、
以
下
の
批

嚇
　
判
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

騰
　
コ
国
の
文
化
は
、
そ
の
と
き
ど
き
の
政
府
が
行
政
的
に
選
別
し
判
定
し
う
る
も
の
で
な
い
と
い
う
主
張
も
強
く
存
在
し
て
い
る
か
ら

響
黙
黙
駒
譲
ボ
鹸
霧
碇
飢
搬
器
蝶
縫
錦
難
論
餌
ボ
糠
纏
縫
難

礪
ち
．
、
れ
釜
要
で
．
」
れ
必
要
で
な
い
と
い
う
判
定
u
選
裂
行
踏
杢
方
的
に
行
う
．
」
と
自
体
の
窪
す
で
匹
文
化
の
国
家

刻
　
統
制
－
人
民
の
知
る
権
利
．
精
神
的
自
由
の
危
機
の
前
提
が
存
在
す
る
し
と
述
べ
、
現
行
の
文
化
財
指
定
制
度
を
批
判
さ
れ
る
。
以
上
の

振
事
を
前
提
に
し
て
・
「
社
会
権
的
側
面
を
も
つ
文
化
財
宝
有
権
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
文
化
へ
の
国
家
介
入
を
か
え
っ
て
促
進
す
る
こ
と

歴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
に
さ
え
な
り
か
ね
な
い
」
と
警
鐘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

融融幽【ω
4
7



面
出

　
文
化
の
国
家
行
政
的
統
制
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
し
、
現
行
の
文
化
財
指
定
制
度
に
欠
陥
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
の

と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
文
化
財
の
保
護
は
、
所
有
権
の
社
会
的
機
能
を
全
面
的
に
制
限
す
る
こ
と
を
内
容
と

す
る
し
、
指
定
制
度
の
欠
陥
は
国
家
の
介
入
の
態
様
を
問
題
に
し
て
い
け
ば
よ
い
と
考
え
る
。
　
例
え
ば
学
問
の
自
由
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
学
問
研
究
の
規
模
の
拡
大
に
と
も
な
っ
て
、
　
経
済
的
条
件
の
具
体
的
充
足
が
不
可
欠
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
　
学
問
研
究
に
必
要
な

経
済
的
条
件
の
確
保
は
国
家
に
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
学
問
の
自
由
が
脅
か
さ
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
癖
同
様
髪
癖
財
の
保
護
の
た
め
の
国
家
介
入
も
文
化
自
体
へ
の
国
家
介
入
を
阻
止
す
る
た
め
の
手
続
的
・
制
度
的
措
置

が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
観
点
か
ら
現
行
文
化
財
保
護
法
の
見
直
お
し
が
せ
ま
ら
れ
て
く
る
。
こ
の
点
を
具
体
的
に
示
す
な
ら
ば
文
化
財
の

指
定
、
解
除
に
あ
た
っ
て
、
学
術
団
体
、
保
存
団
体
、
地
域
住
民
等
の
意
見
反
映
の
た
め
の
手
続
と
制
度
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
だ
し
、
文

化
財
保
護
の
た
め
の
制
限
に
対
し
て
は
充
分
な
補
償
措
置
が
整
備
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
台
帳
主
義
に
対
置
さ
れ
る
指
定
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ー
ユ
）

義
も
再
考
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

細細
4
．一

ω4
7

（
－
）
長
谷
川
正
安
「
現
代
日
本
の
基
本
的
人
権
」
　
『
マ
ル
ク
ス
主
義
法
学
講
座
6
』
一
九
三
頁
に
よ
れ
ば
、
　
「
国
民
生
活
に
お
よ
ぼ
す
大
き
な
危
険

　
　
性
に
対
し
て
、
国
民
に
そ
れ
に
対
処
す
る
基
本
的
人
権
が
な
い
と
し
た
ら
、
基
本
的
人
権
は
そ
の
現
代
的
意
義
を
失
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し

　
　
て
も
し
、
そ
の
よ
う
な
人
権
を
現
行
憲
法
の
人
権
規
定
と
の
か
か
わ
り
で
考
え
る
な
ら
ば
、
生
存
権
を
今
日
的
社
会
状
況
に
適
応
さ
せ
、
発
展

　
　
的
に
考
え
る
こ
と
が
一
つ
の
方
法
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）
下
山
瑛
二
『
健
康
権
と
国
の
法
的
責
任
』

（
3
）
林
迫
廣
1
1
清
正
寛
「
生
存
権
保
障
と
し
て
の
老
人
問
題
」
法
律
時
報
四
四
巻
＝
二
号
八
頁
以
下
参
照
。

（
4
）
有
形
文
化
財
は
交
換
価
値
を
も
つ
た
め
に
、
譲
渡
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
所
有
者
が
変
更
し
た
と
し
て
も
、
文
化
財
の
保
護
が
は

　
　
た
せ
な
い
こ
と
は
な
い
。

（
5
）
椎
名
慎
太
郎
『
旧
説
文
化
財
保
護
法
』
＝
頁
参
照
。



副屯嚇
格
性的法

の
権
境環化文

的
学歴

（
6
）
江
頭
邦
道
「
歴
史
的
文
化
的
環
境
権
（
試
論
）
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
一
〇
号
四
〇
頁
に
お
い
て
、
　
「
文
化
財
指
定
の
要
求
を
歴
史
的
文
化
的
環
境

　
　
権
に
求
め
る
こ
と
は
生
存
権
に
よ
る
根
拠
づ
け
で
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
文
化
財
保
護
法
に
国
民
に
よ
る
指
定
要
求
が
規

　
　
定
さ
れ
て
い
な
い
と
の
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
が
、
生
存
権
を
根
拠
と
す
る
権
利
で
あ
っ
て
も
国
家
に
対
し
て
は
主
張
す
る
こ
と
が
で

　
　
き
る
、
と
解
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。

（
7
）
（
8
）
原
野
翅
「
『
文
化
財
』
行
政
の
法
的
限
界
と
人
民
の
権
利
」
考
古
学
研
究
二
七
巻
一
号
七
四
頁
。

（
9
）
原
野
・
前
掲
論
文
七
九
頁

（
1
0
）
渡
辺
洋
三
「
現
代
資
本
主
義
と
基
本
的
人
権
」
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
編
『
基
本
的
人
権
』
工
総
論
二
三
一
頁
参
照
。

（
1
1
）
台
帳
主
義
と
は
、
遺
跡
等
の
対
象
物
件
を
す
べ
て
登
録
し
、
こ
の
台
帳
に
あ
る
も
の
す
べ
て
に
何
ら
か
の
保
護
措
置
を
と
る
と
い
う
も
の
で
あ

　
　
る
。
し
た
が
っ
て
、
限
定
さ
れ
た
指
定
物
件
の
み
を
あ
つ
か
い
、
ほ
か
は
野
放
し
の
状
態
に
放
置
す
る
指
定
主
義
よ
り
も
保
護
と
い
う
観
点
か

　
　
ら
み
れ
ば
優
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
ア
な
ど
は
指
定
主
義
を
と
っ
て
い
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
や
北
欧
諸
国
は
台
帳
主
義
を
採

　
　
用
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

五
、
文
化
財
の
公
共
信
託
論
に
応
え
て
一
む
す
び
に
か
え
て
i

　
歴
史
的
文
化
環
境
権
論
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
　
先
に
検
討
し
た
社
会
権
的
構
成
に
疑
問
を
感
じ
ら
れ
、
　
文
化
財
の
保
護
は
公
土
ハ
信

託
の
理
論
の
適
用
に
よ
り
確
保
で
き
る
と
の
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
「
文
化
財
の
決
定
は
、
専
門
家
の
討
議
、
人
民
の
討
議
に
ゆ
だ

ね
る
こ
と
。
文
化
財
は
正
に
人
民
の
共
有
財
産
な
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
人
民
が
、
一
定
の
民
主
的
か
つ
公
正
に
構
成
さ
れ
た
機
関

に
信
託
し
て
管
理
保
護
す
べ
き
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る
。
英
米
法
の
公
共
信
託
の
理
論
こ
そ
む
し
ろ
文

化
財
保
護
の
為
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
文
化
財
は
、
も
と
も
と
人
民
個
人
の
個
別
的
私
有
の
対
象
で
な
く
、
正
に
共
有
の
財
産
な
の
で
あ

（
1
）

る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
文
化
財
は
国
民
的
財
産
で
あ
り
、
文
化
財
の
決
定
に
あ
た
っ
て
国
民
の
意
見
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、
国
家
の
介
入
の

5
7殉

9
7ひ［¢

4
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藩
論

態
様
と
し
て
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
公
共
信
託
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
よ
く
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
な
い
が
、
次
の
よ
う
に
把
握
さ
れ

て
い
る
。
公
共
信
託
論
は
英
米
法
の
理
論
で
あ
る
が
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
法
に
つ
い
て
、
「
海
岸
、
河
川
、
海
域
、
湖
沼
な
ど
自
然
の
造

形
物
は
天
然
の
上
皇
で
あ
り
、
私
的
所
有
の
対
象
と
は
な
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
民
衆
の
利
用
の
た
め
に
提
供
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
、

公
共
信
託
の
思
想
が
基
本
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
公
共
財
の
管
理
権
限
は
国
や
公
共
団
体
に
属
す
る
と
は
い
え
、
国
家
の
自
由
な

処
分
に
服
す
る
と
こ
ろ
の
一
般
の
国
公
有
財
産
の
管
理
と
は
厳
格
に
区
別
さ
れ
、
公
共
利
用
を
第
一
義
と
し
て
管
理
さ
る
べ
き
も
の
と
さ

　
　
　
　
ヨ
　

れ
て
き
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
海
岸
や
河
川
等
の
自
然
公
物
は
、
そ
の
即
物
的
な
公
共
利
用
の
た
め
に
国
家
に
よ
っ
て

管
理
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
、
こ
の
公
共
利
用
が
侵
害
さ
れ
れ
ば
公
共
信
託
に
反
す
る
こ
と
を
理
由
に
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と

解
さ
れ
て
い
る
。

　
公
共
信
託
の
理
論
は
、
自
然
公
物
を
対
象
ど
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
し
か
も
自
然
公
物
の
即
物
的
利
用
の
侵
害
に
対
し
て
有
効
的
で
あ

る
。
し
か
し
、
現
代
の
自
然
公
物
に
つ
い
て
は
、
在
来
的
自
由
使
用
だ
け
で
な
く
、
そ
の
有
す
る
環
境
浄
化
機
能
を
最
大
限
に
発
揮
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

こ
と
が
期
待
さ
れ
、
こ
の
場
合
、
公
共
信
託
論
と
環
境
権
と
の
結
合
が
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
文
化
財
は
自
然
公
物
で
は
な
い
し
、
ま
た
自
然
公
物
の
生
活
環
境
の
保
持
形
成
の
素
材
と
い
う
側
面
に
関
し
て
は
、
先
の
如
く
公
共
信

託
論
と
と
も
に
環
境
権
が
主
張
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
に
注
目
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
公
共
信
託
論
は
、
文
化
財
保
護
の
法
思
想
と
し
て
説

得
力
を
も
つ
と
は
い
え
て
も
、
か
か
る
思
想
を
わ
が
国
の
法
体
系
の
中
で
位
置
づ
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た

め
に
は
生
存
権
を
法
規
範
的
根
拠
と
す
る
歴
史
的
文
化
環
境
権
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
－
）
原
野
翅
「
『
文
化
財
』
行
政
の
法
的
限
界
と
人
民
の
権
利
」
考
古
学
硫
究
二
七
巻
一
号
七
九
頁
。

（
2
）
文
化
財
保
護
法
四
条
二
頁
は
、
　
こ
の
用
語
を
使
用
し
て
い
る
。
高
橋
三
知
雄
「
文
化
財
の
保
存
」
に
よ
れ
ば
、
国
民
的
財
産
と
い
う
の
は
、

　
　
「
国
民
総
体
と
し
て
の
財
産
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
個
人
に
ま
で
持
ち
分
を
還
元
し
う
る
も
の
で
は
な
い
」
と
説
か
れ
て
い
る
。

螂鮒ひ一ω
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（
3
）
原
田
尚
彦
「
公
物
管
理
行
為
と
司
法
審
査
－
自
然
公
物
の
利
用
権
と
環
境
権
に
関
連
し
て
一
」
杉
村
（
章
）
先
生
古
稀
記
念
『
公
法
学
研
究
』

　
下
五
六
七
頁
。

（
4
）
原
田
・
前
掲
論
文
参
照
。

　
頭江

　

林
（
格
性的法

の
権境

環
化
文
的学

歴
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